
 

大阪市建設局とフエ市建設局の 

下水道分野における技術協力に関する協議議事録 

 

 

 大阪市建設局（以下、「Osaka city government Public Works Bureau：OPWB」とする）

とフエ市建設局（以下、「Hue city Department Of Construction：HDOC」とする）は、フ

エ市の水環境改善を図るため、フエ市での下水道分野における技術協力に関する協議を行

い、以下について合意した。 

 

１ 合意事項 

（１） 技術協力に関する調整窓口は、OPWB と HDOC とする。 

（２） 技術協力に関する自国内関係機関との調整、協議については、それぞれの調整窓口

機関が責任をもって行う。 

（３） 調査、情報収集、研修、セミナー、人材の派遣・受入等については、相互に協力し

実施する。 

（４） この取り組みを通じて、相互の都市間交流を一層進め、良好な友好関係の構築に努

め、下水道分野における技術協力に関する覚書の締結をめざす。 

 

２ 協議議事録の履行期間 

本協議議事録の合意事項に係る履行期間は、協議議事録合意日から３年間とする。さらに、

覚書については、早期締結に向けて努力する。 

 

３ 附則 

 本協議議事録に記載のない事項、又はその運用に疑義が生じた場合、双方協議の上、これ

を解決しなければならない。 

 

 本協議議事録は、日本語、ベトナム語及び英語で各 2 部署名し、両市で各 1 部保有する。

いずれの言語も正文とするが、相互の内容に異同がある場合、英語版を優先する。 
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